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東北北部エリア電源接続案件募集プロセスの
対応について

資料３



Ｐ2今回のご報告事項

東北北部エリア電源接続案件募集プロセスに関連し，下記
について報告する

１．募集プロセスの再接続検討結果の回答について

２．募集プロセス対象エリア外におけるアクセス検討の取
扱いについて

３．優先系統連系希望者（風力）に対する機能具備の要請
について
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１．募集プロセスの再接続検討結果の回答について

２．募集プロセス対象エリア外におけるアクセス検討の取
扱いについて

３．優先系統連系希望者（風力）に対する機能具備の要請
について



Ｐ4１．募集プロセスの再接続検討結果の回答について

� 東北北部エリアにおける電源接続案件募集プロセス（以下，募集プロ

セス）に係わる再接続検討結果については、2019年3月下旬頃に回答

する予定としていた。

� 募集プロセスは，東北東京間連系線に係る広域系統整備計画を前提に

系統対策や連系可能量を検討しているが，当該整備計画の特定負担者

の一部に辞退が発生。

� 広域機関の「第39回 広域系統整備委員会」（2019年3月8日開催）に

おいて，当該整備計画の特定負担者辞退による再検討を行う方針が示

された。

� 同委員会では，当該整備計画の再検討の結果によっては，募集プロセ

スの連系可能量等に影響を及ぼす可能性があるため，募集プロセスの

再接続検討結果の回答は，当該整備計画の再検討の結果を待ち，2019

年4月以降速やかに行うことが提案され了承されている。

【経 緯】



Ｐ5１．募集プロセスの再接続検討結果の回答について

第３９回広域系統整備委員会
資料３
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� 3月末期限の広域系統整備計画の特定負担事業者の辞退申し出を踏

まえ，4月以降広域系統整備計画の再検討が速やかに行われる。

� 上記再検討の結果次第では，募集プロセスの連系可能量等に影響

を及ぼし再接続検討に時間を要する可能性があるため，具体的な

再接続検討結果の回答は，広域機関と相談しながら速やかに回答

出来るよう対応する。

【今後の対応】

１．募集プロセスの再接続検討結果の回答について
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今後のスケジュール(予定)

・入札の受付開始 ２０１８年７月２３日

・入札の受付締切 ２０１８年８月２９日

・第１次保証金の振込期限 ２０１８年８月３０日

・開札 ２０１８年９月３日～９月５日

・優先系統連系希望者の決定
・再接続検討の開始

２０１８年１１月３０日

・再接続検討結果の回答 回答時期について今後検討

・再接続検討の結果を踏まえた共同負担意思の確認
・第２次保証金の振込期限
・工事費負担金補償契約の締結
・本プロセスの完了
・本プロセスの結果公表

再接続検討結果回答後，
２ケ月程度
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【今後のスケジュール】

１．募集プロセスの再接続検討結果の回答について
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＜参考＞広域系統整備計画と本プロセスの概要

（仮）広域連系開閉所

八幡(変)

西仙台(変)

西山形(変)

宮城(変)

上北(変)青森(変)

能代(変)

秋田(変)
岩手(変)

越後(変)

南相馬(変)

南いわき(開)

新いわき（開）

（仮）広域連系北幹線

（仮）広域連系南幹線

新福島(変)

(新設)

広域系統整備計画の再検討

広域系統整備計画および応募電源の連系を
前提に本プロセスの入札対象工事および
連系可能量を検討

募集プロセスの入札対象工事は，東北東京間連系線に係る広域系統整備計画

および応募電源の連系を前提に検討。

１．募集プロセスの再接続検討結果の回答について
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１．募集プロセスの再接続検討結果の回答について

２．募集プロセス対象エリア外におけるアクセス検討の取
扱いについて

３．優先系統連系希望者（風力）に対する機能具備の要請
について



Ｐ10２．募集プロセス対象エリア外におけるアクセス検討の取扱いについて

募集プロセスの対象エリア外については，平成28年10月の募集プロ

セス開始以降，時間の経過もあり，以下の状況となっている。

� 電源の連系申込が拡大（空容量が減少）

� 既設系統の空容量を超過する大規模案件の接続検討申込

【経 緯】



Ｐ11２．募集プロセス対象エリア外におけるアクセス検討の取扱いについて

� 空容量を超える規模の連系に対しては，系統増強が必要となるが，

この際は募集プロセスの系統対策を考慮することが合理的である場

合もあり，募集プロセスが完了していない中では，連系の可否を判

断出来ない。

� 募集プロセスの入札対象工事は，募集プロセスが完了していないこ

とから，工事の実施は確定していない。

� 募集プロセスの入札対象工事を前提とした接続検討の回答を行って

も，募集プロセスの内容に変更が生じると，回答が無効になるため，

契約申込に進めない。

【課 題】



Ｐ12２．募集プロセス対象エリア外におけるアクセス検討の取扱いについて

＜参考＞募集プロセス対象エリア外の接続検討例

連系には増強が必要

【募集プロセスの系統対策を前提としない場合】 【募集プロセスの系統対策を前提とする場合】

北部募集プロセスの増強
を前提にアクセスが可能

例：Aエリアに50万kWの連系申込

募集プロセスの対象エリア

増強範囲

募集プロセスの入札対象工事の
影響を受ける募集プロセス対象
エリア外（イメージ）

A

募集プロセスの
入札対象工事

現状系統

A

アクセス線
アクセス線

※一例であり，50万Vへの連系
の可否は，募集プロセス完了
後に検討

※空容量や申込み電源により
制約エリアが変わる



Ｐ13２．募集プロセス対象エリア外におけるアクセス検討の取扱いについて

� 募集プロセス対象エリア外において，既設系統の空容量を超過し，

募集プロセスの系統対策を考慮したほうが合理的と考えられる案件

については，工事実施や工事内容が確定する募集プロセス完了後に

正式な接続検討の回答をする。

� ただし，募集プロセス完了までには一定期間必要となるため，事業

者のニーズに応じて，現状の入札対象工事等を前提とする条件のも

と，接続検討の中間報告として電源線や周辺系統整備の概算工事費

および概算工期の情報について提供をする。

【対象エリア外における接続検討結果の回答の取扱い】
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＜参考＞募集プロセスの対象エリアの選定

� 東北電力管内では，電源の系統連系の申込みにより，現状設備の系統の空容量
がないため連系希望の電源を受入れることができない系統制約エリア(図1着色
部分)が複数点在していた。(2016年4月28日公表)

� 更なる系統連系の申込みにより，北部と南部を接続する基幹送電線の１つに熱
容量超過が予想されることとなり，系統制約の範囲が，北部３県全域と宮城県
一部にまで拡大した。(2016年5月31日公表)

２．募集プロセス対象エリア外におけるアクセス検討の取扱いについて
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� 東北基幹系統は，北部と南部に大別され，系統制約エリアとなった北部（青
森・岩手・秋田県沿岸北部）の送電設備は，環状系統を構成し，南部に向けて
複数の基幹送電線に分流して送電。（図３）

� このため，北部と南部を接続する基幹送電線に熱容量超過が予想されることの
影響が環状系統全体に及び，北部全体が系統制約エリアとなったもの。

＜参考＞募集プロセスの対象エリアの選定

２．募集プロセス対象エリア外におけるアクセス検討の取扱いについて
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（空 白）
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１．募集プロセスの再接続検討結果の回答について

２．募集プロセス対象エリア外におけるアクセス検討の取
扱いについて

３．優先系統連系希望者（風力）に対する機能具備の要請
について
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【概 要】

� 現在，電源のグリッドコードに関する議論が進められているが，成案となるには
相応の時間を要すると考えられる。
風力発電についても，更なる導入拡大に向け，風車の制御機能活用による必要調
整力の軽減策について，関係各所にて検討が進められているところ。

� 一方，東北北部においては，現在，東北北部募集プロセスを始めとして，大量の
風力発電設備の系統接続が検討されている。これらの案件は，グリッドコードの
成案前に，風車の発注が行われ，機能具備が間に合わない懸念がある。

� 上記の状況を踏まえ，今後，連系を予定している大規模な風力発電所に対する対
応方針を取りまとめた。

３．優先系統連系希望者（風力）に対する機能具備の要請について
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【優先系統連系希望者（風力）の状況】

電源種別 件 数［件］ 連系容量［万ｋＷ］

太陽光 ３ ２

陸上風力 ２７ １２７

洋上風力 １５ ２１２

その他
（火力・バイオマス等） ４０ １２

合 計 ８５ ３５３

� 昨年11月30日に，募集プロセスの優先系統連系希望者（353万kW，85件）が決定
し，設備容量比では大半が風力発電設備（339万kW，42件）となった。

� 優先系統連系希望者の立地は特定地域に集中しており，複数の風力発電所でカッ
トアウト等による急峻な出力変化が同時発生するケースが想定され，系統の調整
力が不足する懸念がある。

３．優先系統連系希望者（風力）に対する機能具備の要請について

凡 例

洋上風力

陸上風力

その他（再エネ）
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【洋上ウインドファームの出力変動想定】

秋田沖
洋上風力
94万kW

秋田県洋上風力の出力変動シミュ―ション結果
（2018年3月1日，2日の風速を適用）

0%

20%

40%

60%

80%

100%

合計出力

� 募集プロセスの優先連系希望者の中で，秋田県の洋上風力（合計約140
万kW）について，気象実績などから想定出力シミュレーションを実施。

� 風力発電は，一般に高風速域では定格出力での運転継続が困難となり，
系統から解列（カットアウト）する特徴がある。

� シミュレーション結果から，低気圧の通過などに伴い，一斉カットア
ウト等による大規模な出力変動の発生リスクがあることを確認。

３．優先系統連系希望者（風力）に対する機能具備の要請について

能代沖
洋上風力
45万kW

カット
アウト

カット
イン

風車のパワーカーブの例
（ストーム制御無の場合）

低気圧の通過後は，
一斉カットインによ
り，出力が急増

急速に発達した低気圧の通過に
より一斉カットアウトが発生し，
大規模な出力低下が発生
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【参考】シミュレーションの実施方法

シミュレーションは以下の手順で実施

1. 風車設置位置・高さの想定

• 優先系統連系希望者のうち秋田県内の洋上風力（合計約140万kW）について，申込
情報を基に風車位置データ，風車ハブ高さ等を設定

2. 風況データの作成

• 気象庁の数値予報（ＧＳＭＪ）と秋田気象台の風速観測値から，各風車地点の風速
１０分値データを作成

3. 風力発電出力への変換

• 上記で得た風速データと風車のパワーカーブから，各風車の単機出力に変換。それ
を合算することで，秋田県の洋上風力の出力合計値を想定した。

３．優先系統連系希望者（風力）に対する機能具備の要請について
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【風車制御機能の要請】

(出所)第3回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会 資源エネルギー庁提出資料

３．優先系統連系希望者（風力）に対する機能具備の要請について

� 風車の制御機能については，現在，グリッドコードの議論が進められているが，
募集プロセスの案件の再接続検討の回答時期を踏まえ，一部機能を個別協議の
中で要請していく。

� 具体的には，風車のカットアウト，カットイン時の系統への影響を緩和するた
め，ストーム制御，出力変化率制限機能の具備を要請していく。
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【ストーム制御機能の効果】

定格出力での運転継続が困難となる高風速域において，風車を解列させず，風速に応じて出
力を低下させることで，運転を継続する機能。

※ カットアウト風速を超えてもある程度まで運転が継続できることから，機能実装により，
発電電力量を増加する特徴もある。

ストーム制御の有無によるパワーカーブの差異の例

３．優先系統連系希望者（風力）に対する機能具備の要請について

〇ストーム制御機能

カットアウト

カットイン

ストーム制御有りストーム制御無し
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【ストーム制御機能の効果】

〇シミュレーション結果

� 2018年１月から１２月の気象データを用いたシミュレーション結果より，ストーム制
御により大規模な出力変動を緩和できる断面があることを確認した。

� 今回のシミュレーション結果では年間8760時間のうち，63時間はストーム制御が動作
し，年間発電電力量が約0.7％増加する結果となった。

秋田県全体の洋上風力の出力想定（ストーム制御有無の比較）

３．優先系統連系希望者（風力）に対する機能具備の要請について

３月1日から２日にかけての例
（急速に発達する低気圧の通過）

10月7日から8日にかけての例
（温帯低気圧【元 台風25号】通過）
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【出力変化率制限機能の効果】

○出力変化率制限機能
出力の増減時に出力変化率を設定された値以内に制限する機能（風速低下およびカットアウ
ト風速での出力低下時を除く）

○効果
ストーム制御でカバーできないカットオフ風速以下の急速な風速上昇時にも，出力変動を緩
和することが可能 ※ 僅かながら総発電量が減少することに留意が必要

【出典】第14回系統ＷＧ
日本風力発電協会提出資料より抜粋

３．優先系統連系希望者（風力）に対する機能具備の要請について
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【まとめ】

� 今後，エネルギー基本計画に基づき，再エネ，特に大規模な洋上風力の導入拡大
が予想されており，特に当社エリアには，北部募プロを始めとして大規模な風力
発電所が多数連系となる見込み。

� これらの連系後にも，必要調整力の増加を抑制しつつ，系統の安定運用を維持す
るためには，風車の出力制御機能の活用が重要になると考えられる。

� 現在，グリッドコードの議論が進められており，検討には相応の時間を要する見
込みである。検討の過程で，現在計画されている大規模風力が，制御機能を実装
しないまま連系が進むことは，将来の風力導入環境を厳しくする可能性あり。

� 風車の出力制御機能実装は，追加設備の併設等を行うことなく対応可能であり，
日本風力発電協会殿でも標準化に向けた検討が進んでいる。

� 上記のような状況を踏まえて，当面の暫定的な対応として，今後，連系を予定し
ている大規模案件に対して，以下の２機能の実装について要請していく。

• 風車のストーム制御機能
• 風車の出力変化率制限機能

３．優先系統連系希望者（風力）に対する機能具備の要請について


